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(57)【要約】
【課題】観察対象や診断場面に応じて照明光の色調を任
意に変更可能な内視鏡装置を提供する。
【解決手段】内視鏡装置は、被検体内に挿入される内視
鏡先端部から照明光を出射する照明手段と、照明光の照
射された被検体内の被観察領域を撮像する撮像素子を有
する撮像手段とを備える。照明手段は、白色光を出射す
る第１の光源１７１と、第１の光源１７１とは異なるス
ペクトルの光を出射する第２の光源１７７と、第１の光
源１７１からの出射光を透過させて波長成分の異なる光
に色分解する複数のカラーフィルタ１７３を有して回転
自在に支持された回転カラーフィルタ板１７５と、第１
の光源１７１からの出射光がいずれかのカラーフィルタ
１７３を通して出射される透過光と、第２の光源１７７
からの出射光との出射光量の比率を変更する色調制御手
段４９とを備えている。
【選択図】図２４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入される内視鏡先端部から照明光を出射する照明手段と、前記照明光の照
射された被検体内の被観察領域を撮像する撮像素子を有する撮像手段と、を備えた内視鏡
装置であって、
　前記照明手段が、
　白色光を出射する第１の光源と、
　該第１の光源とは異なるスペクトルの光を出射する第２の光源と、
　前記第１の光源からの出射光を透過させて波長成分の異なる光に色分解する複数のカラ
ーフィルタを有して回転自在に支持された回転カラーフィルタ板と、
　前記第１の光源からの出射光が前記いずれかのカラーフィルタを通して出射される透過
光と、前記第２の光源からの出射光との出射光量の比率を変更する色調制御手段と、
を備えた内視鏡装置。
【請求項２】
　請求項１記載の内視鏡装置であって、
　前記第２の光源が、中心発光波長４０５±４０ｎｍの光源である内視鏡装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２項記載の内視鏡装置であって、
　前記第２の光源が半導体発光素子である内視鏡装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記色調制御手段が、前記第1の光源と前記第２の光源の出射光量の比率を連続的に変
更する内視鏡装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記回転フィルタ板を前記第１の光源からの出射光の光軸に対して垂直な面内において
回転駆動する回転駆動手段を備え、　前記複数のカラーフィルタが、前記回転カラーフィ
ルタ板の回転に伴って前記第１の光源からの出射光の光軸上に順次配置されるように、前
記回転カラーフィルタ板の円周方向に沿って並設され、
　前記色調制御手段が、前記回転駆動手段による前記カラーフィルタの回転駆動と同期し
て、前記第１の光源からの出射光が前記いずれかのカラーフィルタを通して出射される透
過光と、前記第２の光源からの出射光との出射光量の比率を変更する内視鏡装置。
【請求項６】
　請求項５記載の内視鏡装置であって、
　前記第２の光源が、前記回転カラーフィルタ板上の前記カラーフィルタの並設される円
周方向の一部に配置され、前記カラーフィルタの透過光出射側に向けて光出射する内視鏡
装置。
【請求項７】
　請求項５記載の内視鏡装置であって、
　前記回転カラーフィルタ板のカラーフィルタからの透過光を一方の入射光路に導入し、
他方の入射光路に前記第２の光源からの出射光を導入し、前記透過光及び前記第２の光源
からの出射光を光軸を一致させて光路後方に出射するハーフミラーを備えた内視鏡装置。
【請求項８】
　請求項５記載の内視鏡装置であって、
　前記回転カラーフィルタ板のカラーフィルタからの透過光をそのまま光路後方に出射す
る第１の回転位置と、前記透過光を遮光して前記第２の光源からの出射光を前記光路後方
に向けて反射する第２の回転位置とを有する可動ミラーを備えた内視鏡装置。
【請求項９】
　請求項１～請求項８のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記色調制御手段が、前記被検体内の被観察領域と前記内視鏡先端部との接近度情報に
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基づいて前記照明光の色調を変更する内視鏡装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の内視鏡装置であって、
　前記色調制御手段が、前記接近度情報の接近度が高いほど、前記照明光に含まれる可視
短波長成分の割合を増加させる内視鏡装置。
【請求項１１】
　請求項９又は請求項１０記載の内視鏡装置であって、
　前記接近度情報が、前記被観察領域に対する観察倍率を表す倍率情報である内視鏡装置
。
【請求項１２】
　請求項１１記載の内視鏡装置であって、
　前記倍率情報が、前記撮像手段により撮像される観察画像の画角を光学的に変化させる
、撮像光学系の光学倍率の情報である内視鏡装置。
【請求項１３】
　請求項１１記載の内視鏡装置であって、
　前記倍率情報が、前記撮像手段により撮像される観察画像の画角を電気的に変化させる
、デジタルズーム倍率の情報である内視鏡装置。
【請求項１４】
　請求項９又は請求項１０記載の内視鏡装置であって、
　前記接近度情報が、前記撮像手段により撮像される撮像画像の輝度情報である内視鏡装
置。
【請求項１５】
　請求項１４記載の内視鏡装置であって、
　前記色調制御手段が、前記輝度情報の輝度値が高いほど前記接近度が高いと判断する内
視鏡装置。
【請求項１６】
　請求項１～請求項８のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記色調制御手段が、前記被検体の観察部位の情報に基づいて前記照明光の色調を変更
する内視鏡装置。
【請求項１７】
　請求項１６記載の内視鏡装置であって、
　前記観察部位の情報が、前記被検体の生体臓器毎に規定された情報である内視鏡装置。
【請求項１８】
　請求項１～請求項８のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記内視鏡先端部を含んで構成される内視鏡本体と、該内視鏡本体が着脱自在に接続さ
れ前記色調制御手段を含んで構成される内視鏡制御部と、を備え、
　前記内視鏡本体が、当該内視鏡本体の個体識別情報を記憶する本体側記憶部を有し、
　前記色調制御手段が、前記本体記憶部に記憶された個体識別情報に基づいて、前記照明
光の色調を変更する内視鏡装置。
【請求項１９】
　請求項１８記載の内視鏡装置であって、
　前記個体識別情報が、前記内視鏡本体が対応可能な被検体の適用部位の情報である機種
情報を含み、
　前記色調制御手段が、前記機種情報に応じて前記照明光の色調を変更する内視鏡装置。
【請求項２０】
　請求項１９記載の内視鏡装置であって、
　前記内視鏡先端部に、前記複数種の光源の少なくともいずれかからの出射光を励起光と
して発光する蛍光体が配置され、
　前記個体識別情報が、前記蛍光体の組成に対応する分光発光特性の情報を含み、
　前記色調制御手段が前記蛍光体の分光発光特性の情報に基づいて、前記照明光の色調を
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変更する内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、内視鏡装置の照明光には白色光源が用いられるが、近年、特定の狭帯域化された
波長の光を照射して粘膜組織の状態の強調表示や、予め投与した蛍光物質からの自家蛍光
を観察する等の特殊光観察が可能な光源が搭載された内視鏡装置が活用されている（特許
文献１，２）。この種の内視鏡装置では、例えば粘膜層或いは粘膜下層に発生する新生血
管の微細構造、病変部の強調等、通常の観察像では得られない生体情報を簡単に可視化で
きる。
【０００３】
　また、内視鏡装置の照明光は、観察対象部位により病変部を見つけやすい光源色調が異
なるため、診断に適した色調に合わせることが望まれる。例えば、大腸の診断においては
、低倍率の観察時には大腸内の形態や色味を観察し、高倍率の観察時には表層の血管を観
察することで、病変部の識別がより確実に行える。ところが、上記の内視鏡装置において
は、通常観察時には照明光を白色光、特殊光観察時には特殊光に切り替えできるが、観察
対象に応じて、又は拡大観察等の種々の診断場面に応じて、照明光の色調を任意に変更す
ることができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３５８３７３１号公報
【特許文献２】特公平６－４０１７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、観察対象や診断場面に応じて照明光の色調を任意に変更可能な内視鏡装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は下記構成からなる。
被検体内に挿入される内視鏡先端部から照明光を出射する照明手段と、前記照明光の照射
された被検体内の被観察領域を撮像する撮像素子を有する撮像手段と、を備えた内視鏡装
置であって、
　前記照明手段が、
　白色光を出射する第１の光源と、
　該第１の光源とは異なるスペクトルの光を出射する第２の光源と、
　前記第１の光源からの出射光を透過させて波長成分の異なる光に色分解する複数のカラ
ーフィルタを有して回転自在に支持された回転カラーフィルタ板と、
　前記第１の光源からの出射光が前記いずれかのカラーフィルタを通して出射される透過
光と、前記第２の光源からの出射光との出射光量の比率を変更する色調制御手段と、
を備えた内視鏡装置。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の内視鏡装置によれば、観察対象や診断場面に応じて照明光の色調を任意に変更
することができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００８】
【図１】本発明の実施形態を説明するための図で、内視鏡装置のブロック構成図である。
【図２】図１に示す内視鏡装置の一例としての外観構成図である。
【図３】紫色レーザ光源からの紫色レーザ光と、青色レーザ光源からの青色レーザ光及び
青色レーザ光が蛍光体により波長変換された後の発光スペクトルを示すグラフである。
【図４】対物レンズユニットの一構成例を示す構成図である。
【図５】対物レンズユニットの光学系のブロック構成図である。
【図６】観察倍率と光量比との関係を示すグラフである。
【図７】生体組織の粘膜表層の血管を模式的に表した説明図である。
【図８】内視鏡装置による観察画像の概略的な表示例を示す説明図である。
【図９】印加電流と発光量との関係を示すグラフである。
【図１０】印加電流のパルス電流重畳波形を示すグラフである。
【図１１】パルス変調制御による駆動波形で画像１フレーム分の光蓄積時間と同期するパ
ルス波形（Ａ），光蓄積時間に対して十分に速い周期のパルス波形（Ｂ），（Ａ）と（Ｂ
）の混合型のパルス波形（Ｃ）を示す説明図である。
【図１２】光源の発光量が交互に最大とする制御例を示すグラフである。
【図１３】被観察領域と内視鏡先端部との距離と受光量との関係を示すグラフである。
【図１４】被観察領域の部位に応じて照明光の色調を変更する内視鏡装置の概略的なブロ
ック構成図である。
【図１５】患者情報と検査情報を含む検査オーダ情報を示す説明図である。
【図１６】内視鏡の機種に応じて照明光の色調を変更する内視鏡装置の概略的なブロック
構成図である。
【図１７】内視鏡の機種名を含む個体識別情報の登録テーブルの一例を示す説明図である
。
【図１８】蛍光体の種類、個体差を含む個体識別情報の登録テーブルの一例を示す説明図
である。
【図１９】光源装置から内視鏡までの光路を１本の光ファイバで構成した内視鏡装置の概
略的な構成図である。
【図２０】図１９に示す光源装置と蛍光体による照明光の発光スペクトルを示すグラフで
ある。
【図２１】多数のレーザ光源を用いた他の内視鏡装置の例を示す概略的な構成図である。
【図２２】白色光源とレーザ光源を用いた他の内視鏡装置の例を示す概略的な構成図であ
る。
【図２３】内視鏡の先端部に発光ダイオードを設けた内視鏡装置の例を示す概略的な構成
図である。
【図２４】面順次式の撮像を行う内視鏡装置の例を示す概略的な構成図である。
【図２５】Ｒ，Ｇ，Ｂ光、及びＬＥＤからの光の照射タイミングを示すチャート図である
。
【図２６】Ｒ，Ｇ，Ｂ光、及びＬＥＤからの光の照射タイミングの他の例を示すチャート
図である。
【図２７】面順次式の撮像を行う内視鏡装置の例を示す概略的な要部構成図である。
【図２８】面順次式の撮像を行う内視鏡装置の例を示す概略的な構成図である。
【図２９】面順次式の撮像を行う内視鏡装置の例を示す概略的な構成図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
　図１は本発明の実施形態を説明するための図で、内視鏡装置の概念的なブロック構成図
、図２は図１に示す内視鏡装置の一例としての外観図である。
　内視鏡装置１００は、内視鏡１１と、この内視鏡１１が接続される制御装置１３とを有
する。制御装置１３には、画像情報等を表示する表示部１５と、入力操作を受け付ける入
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力部１７が接続されている。内視鏡１１は、内視鏡挿入部１９の先端から照明光を出射す
る照明光学系と、被観察領域を撮像する撮像素子２１を含む撮像光学系とを有する、電子
内視鏡である。
【００１０】
　図１，図２に示すように、内視鏡１１は、被検体内に挿入される内視鏡挿入部１９と、
内視鏡挿入部１９の先端の湾曲操作や観察のための操作を行う操作部２３と、内視鏡１１
を制御装置１３に着脱自在に接続するコネクタ部２５Ａ，２５Ｂを備える。なお、図示は
しないが、内視鏡１１の内部には、組織採取用処置具等を挿入する鉗子チャンネルや、送
気・送水用のチャンネル等、各種のチャンネルが設けられる。
【００１１】
　内視鏡挿入部１９は、可撓性を持つ軟性部３１と、湾曲部３３と、先端部（以降、内視
鏡先端部とも呼称する）３５から構成される。内視鏡先端部３５には、被観察領域へ光を
照射する照射口３７Ａ，３７Ｂと、被観察領域の画像情報を取得するＣＣＤ(Charge Coup
led Device）イメージセンサやＣＭＯＳ(Complementary Metal-Oxide Semiconductor）イ
メージセンサ等の撮像素子２１が配置されている。なお、撮像素子２１には焦点距離を制
御するズーム機能と、被写体に焦点を合わせるオートフォーカス機能とを有する対物レン
ズユニット３９が取り付けられている。撮像素子２１としては、赤Ｒ，緑Ｇ，青Ｂの基本
色に感度を有する原色系の撮像素子でも、シアンＣ，マゼンタＭ，イエローＹ，（Ｇ）の
基本色に感度を有する補色系の撮像素子であってもよい。
【００１２】
　湾曲部３３は、軟性部３１と先端部３５との間に設けられ、操作部２３に配置されたア
ングルノブ２２の回動操作やアクチュエータの作動等により湾曲自在にされている。この
湾曲部３３は、内視鏡１１が使用される被検体の部位等に応じて、任意の方向、任意の角
度に湾曲でき、内視鏡先端部３５の照射口３７Ａ，３７Ｂ及び撮像素子２１の観察方向を
、所望の観察部位に向けることができる。また、図示は省略するが、内視鏡挿入部１９の
照射口３７Ａ，３７Ｂには、カバーガラスやレンズが配置される。
【００１３】
　制御装置１３は、内視鏡先端部３５の照射口３７Ａ，３７Ｂに供給する照明光を発生す
る光源装置４１、撮像素子２１からの画像信号を画像処理するプロセッサ４３を備え、コ
ネクタ部２５Ａ，２５Ｂを介して内視鏡１１と接続される。また、プロセッサ４３には、
前述の表示部１５と入力部１７が接続されている。プロセッサ４３は、内視鏡１１の操作
部２３や入力部１７からの指示に基づいて、内視鏡１１から伝送されてくる撮像信号を画
像処理し、表示部１５へ表示用画像を生成して供給する。
【００１４】
　光源装置４１は、中心波長４４５ｎｍの青色レーザ光源（第１の光源）４５と、中心波
長４０５ｎｍの紫色レーザ光源（第２の光源）４７とを発光源として備えている。これら
の各光源４５，４７の半導体発光素子からの発光は、光源制御部４９により個別に制御さ
れており、青色レーザ光源４５の出射光と、紫色レーザ光源４７の出射光との光量比は変
更自在になっている。つまり、光源制御部４９は照明光の色調制御手段として機能する。
【００１５】
　青色レーザ光源４５及び紫色レーザ光源４７は、ブロードエリア型のＩｎＧａＮ系レー
ザダイオードが利用でき、また、ＩｎＧａＮＡｓ系レーザダイオードやＧａＮＡｓ系レー
ザダイオードを用いることもできる。また、上記光源として、発光ダイオード等の発光体
を用いた構成としてもよい。なお、各レーザ光源の発光波長は、上記中心波長の±４０ｎ
ｍ、好ましくは±１０ｎｍのものが使用できる。
【００１６】
　これら各光源４５，４７から出射されるレーザ光は、集光レンズ（図示略）によりそれ
ぞれ光ファイバに入力され、合波器であるコンバイナ５１と、分波器であるカプラ５３を
介してコネクタ部２５Ａに伝送される。なお、これに限らず、コンバイナ５１とカプラ５
３を用いずに各光源４５，４７からのレーザ光を直接コネクタ部２５Ａに送出する構成で



(7) JP 2012-10981 A 2012.1.19

10

20

30

40

50

あってもよい。
【００１７】
　コネクタ部２５Ａに供給された中心波長４４５ｎｍの青色レーザ光、及び中心波長４０
５ｎｍの紫色レーザ光が合波されたレーザ光は、光ファイバ５５Ａ，５５Ｂによって、そ
れぞれ内視鏡１１の内視鏡先端部３５まで伝搬される。そして、青色レーザ光は、内視鏡
先端部３５の光ファイバ５５Ａ，５５Ｂの光出射端に配置された波長変換部材である蛍光
体５７を励起して蛍光を発光させる。また、一部の青色レーザ光は、そのまま蛍光体５７
を透過する。紫色レーザ光は、蛍光体５７を励起させることなく透過して、狭帯域波長の
照明光となる。
【００１８】
　光ファイバ５５Ａ，５５Ｂは、マルチモードファイバであり、一例として、コア径１０
５μｍ、クラッド径１２５μｍ、外皮となる保護層を含めた径がφ０．３～０．５ｍｍの
細径なケーブルを使用できる。
【００１９】
　蛍光体５７は、青色レーザ光の一部を吸収して緑色～黄色に励起発光する複数種の蛍光
体（例えばＹＡＧ系蛍光体、或いはＢＡＭ（ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17）等を含む蛍光体等）を
含んで構成される。これにより、青色レーザ光を励起光とする緑色～黄色の励起光と、蛍
光体５７により吸収されず透過した青色レーザ光とが合わされて、白色（疑似白色）の照
明光となる。本構成例のように、半導体発光素子を励起光源として用いれば、高い発光効
率で高強度の白色光が得られ、更に、白色光の強度を容易に調整できる。しかも、白色光
の色温度、色度の変化を小さく抑えることができる。
【００２０】
　上記の蛍光体５７と光拡散部材５９は、レーザ光の可干渉性により生じるスペックルに
起因して、撮像の障害となるノイズの重畳や、動画像表示を行う際のちらつき発生等の現
象を防ぐことができる。また、蛍光体５７は、蛍光体を構成する蛍光物質と、充填剤とな
る固定・固化用樹脂との屈折率差を考慮して、蛍光物質そのものと充填剤に対する粒径を
、赤外域の光に対して吸収が小さく、かつ散乱が大きい材料で構成することが好ましい。
これにより、赤色や赤外域の光に対して光強度を落とすことなく散乱効果が高められ、凹
レンズ等の光路変更手段が不要となり、光学的損失が小さくなる。
【００２１】
　図３は、紫色レーザ光源４７からの紫色レーザ光と、青色レーザ光源４５からの青色レ
ーザ光及び青色レーザ光が蛍光体５７により波長変換された後の発光スペクトルを示すグ
ラフである。紫色レーザ光は、中心波長４０５ｎｍの輝線（プロファイルＰＦ１）で表さ
れる。また、青色レーザ光は、中心波長４４５ｎｍの輝線で表され、青色レーザ光による
蛍光体５７からの励起発光光は、概ね４５０ｎｍ～７００ｎｍの波長帯域で発光強度が増
大する分光強度分布となる。この励起発光光と青色レーザ光によるプロファイルＰＦ２に
よって、前述した白色光が形成される。
【００２２】
　ここで、本明細書でいう白色光とは、厳密に可視光の全ての波長成分を含むものに限ら
ず、例えばＲ，Ｇ，Ｂ等、特定の波長帯の光を含むものであればよく、例えば、緑色から
赤色にかけての波長成分を含む光や、青色から緑色にかけての波長成分を含む光等も広義
に含むものとする。
【００２３】
　この内視鏡装置１００では、プロファイルＰＦ１とプロファイルＰＦ２との発光強度を
光源制御部４９により相対的に増減制御して、任意の色調の照明光を生成するので、プロ
ファイルＰＦ１，ＰＦ２の混合比率に応じて特性の異なる照明光を得ることができる。
【００２４】
　再び図１に戻り説明する。上記のように青色レーザ光と蛍光体５７からの励起発光光、
及び紫色レーザ光により形成される照明光は、内視鏡１１の先端部３５から被検体の被観
察領域に向けて照射される。そして、照明光が照射された被観察領域の様子を対物レンズ
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ユニット３９により撮像素子２１上に結像させて撮像する。対物レンズユニット３９は、
ズーム制御部６１によりズーム倍率を指定され、指定されたズーム倍率で合焦させる。
【００２５】
　撮像後に撮像素子２１から出力される撮像画像の画像信号は、スコープケーブル６３を
通じてＡ／Ｄ変換器６５に伝送されてデジタル信号に変換され、コネクタ部２５Ｂを介し
てプロセッサ４３の制御部６７に入力される。制御部６７では、入力されたデジタル画像
信号を画像データに変換して適宜な画像処理を行い、所望の出力用画像情報を生成する。
そして、得られた画像情報は、内視鏡観察画像として表示部１５に表示され、必要に応じ
て、メモリやストレージ装置からなる記憶部６９に記憶される。
【００２６】
　記憶部６９は、図示のようにプロセッサ４３に内蔵されてもよく、プロセッサ４３にネ
ットワークを介して接続されていてもよい。なお、記憶部６９に記憶される内視鏡観察画
像の情報には、撮像時の光量比の情報を併せて記録することが好ましい。これにより、記
憶された内視鏡観察画像に対して内視鏡観察後に正確な読影が行え、また、光量比に応じ
て、画像を標準化する等の適宜な画像処理を施すこともでき、内視鏡観察画像の活用範囲
を拡げることができる。
【００２７】
　上記構成の内視鏡装置１００においては、内視鏡先端部３５から出射する照明光の色調
を連続的に変更することができる。また、レーザ光源を用いることで、高い分解能で色調
が制御でき、色調の経時変化が少なく、しかも高い応答性で光量制御できる。また、発光
効率が高いために省電力化が図られる。内視鏡診断においては、照明光の色調を診断に適
した色調に合わせると、病変部の発見や診断が容易になることがあり、内視鏡診断中に照
明光を任意のタイミングで変更自在にすることは診断精度を向上させる上で重要である。
以下に、照明光の色調を各種のパラメータに応じて変更する内視鏡装置の構成例について
順次説明する。
【００２８】
＜被観察領域の観察倍率に応じて照明光の色調を変更する構成＞
　まず、被観察領域と内視鏡先端部との距離に応じて色調を変更する構成例を説明する。
被観察領域と内視鏡先端部３５（図１参照）との距離である観察距離は、拡大観察する場
合には短く、広い視野で観察する場合は長くなる。つまり、観察倍率が高いほど観察距離
が短くなる。この観察倍率は、対物レンズユニット３９のズーム機構により内視鏡の術者
が任意に設定する。ここで、対物レンズユニット３９の一構成例を図４に示した。
【００２９】
　図４に示すように、対物レンズユニット３９の光学系は、撮像対象側から順に、固定レ
ンズ７１Ａ、バリフォーカルレンズとして構成された変倍用の第１可動レンズ７１Ｂ及び
第２可動レンズ７１Ｃ、固定レンズ７１Ｄ及びフォーカス調整用の第３可動レンズ７１Ｅ
が配置されており、この第３可動レンズ７１Ｅの後側に、プリズム７３、カバーガラス７
５を介して撮像素子２１が配置される。この撮像素子２１で撮像された信号は、回路基板
７７及び信号線７９を介してプロセッサ４３（図１参照）へ供給される。
【００３０】
　上記の第１可動レンズ７１Ｂは、係合孔８１ａを有する保持枠８１に保持され、第２可
動レンズ７１Ｃは係合孔８３ａを有する保持枠８３に保持される。これらの係合孔８１ａ
，８３ａが円柱状のカム軸８５の外周に嵌合する状態で、各レンズ７１Ｂ，７１Ｃはこの
カム軸８５に取り付けられる。上記の係合孔８１ａにはカムピン８７が、係合孔８１ｂに
はカムピン８９が突出配置され、カム軸８５には、その軸線に対して傾斜角度の異なるカ
ム溝９１ａ，９１ｂが形成されており、このカム溝９１ａに上記カムピン８７が、カム溝
９１ｂに上記カムピン８９が係合する。
【００３１】
　そして、上記カム軸８５には、多重コイルバネ等からなる線状伝達部材９３の一端が連
結されており、この線状伝達部材９３の他端は操作部２３（図１参照）に設けられた図示
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しないモータの回転軸に取り付けられる。従って、モータの駆動によって線状伝達部材９
３を介してカム軸８５を回転させれば、カム溝９１ａ，９１ｂとカムピン８７，８９の係
合によって第１可動レンズ７１Ｂ、第２可動レンズ７１Ｃが光軸方向の前後にそれぞれ異
なる量だけ移動し、これによって光学的変倍（拡大）等が行われる。即ち、第１及び第２
の可動レンズ７１Ｂ，７１Ｃは、バリフォーカル光学系を構成しており、相対的に前後移
動しながら光学的変倍を行う（観察距離、観察深度、焦点距離等が可変となる）。上記構
成が変倍駆動機構となる。
【００３２】
　一方、上記フォーカス調整用の第３可動レンズ７１Ｅを駆動するために、圧電素子を利
用した小形で高速のアクチュエータ９５が支持部９７に取り付けられており、このアクチ
ュエータ９５の駆動軸９５ａの外周が、第３可動レンズ７１Ｅの保持枠９９の係合孔９９
ａに移動可能に嵌合配置される。このアクチュエータ９５では、駆動軸９５ａに圧電素子
が取り付けられており、この圧電素子で駆動軸９５ａを緩急を以って前後に動かすことに
より、第３可動レンズ７１Ｅを前後方向へ移動させることができる。上記個性がフォーカ
ス駆動機構となる。なお、このアクチュエータ９５としては、静電アクチュエータ等の他
の小形リニアアクチュエータを用いてもよい。
【００３３】
　上記の対物レンズユニット３９の光学系は、単純には図５に示すブロック構成図のよう
になる。つまり、ズーム制御部６１は、対物レンズユニット３９の変倍駆動機構１１１と
、フォーカス駆動機構１１３を制御して、所望の倍率に設定すると共に、その倍率下で合
焦させている。倍率の設定は、ズーム制御部６１に接続されるズーム操作部１１５の操作
により行われる。ズーム操作部１１５は、操作部２３（図２参照）に配置された操作ボタ
ン又はスライドスイッチであり、連続的に観察倍率が可変となるように構成される。
【００３４】
　例えば、大腸の内視鏡診断においては、低倍率時には粘膜表面の形態や色味を観察し、
高倍率時には表層の血管を観察することがあり、観察倍率に応じて照明光の好ましい色調
が異なる。つまり、低倍率時には照明光が白色であることが好ましく、高倍率時には生体
組織表層の血管情報や粘膜微細模様を抽出する可視短波長成分を多く含む照明光であるこ
とが好ましい。
【００３５】
　そのため、図６に観察倍率と光量比との関係を示すように、観察倍率に応じて照明光の
色調を変更する。具体的には、青色レーザ光源４５と、紫色レーザ光源４７の出射光量比
を光源制御部４９により制御して、ズーム制御部６１による観察倍率が高いほど、紫色レ
ーザ光源４７の出射光量を増加させる。これにより、図３に示す短波長のプロファイルＰ
Ｆ１と、白色光となるプロファイルＰＦ２との光量比が、観察倍率が高くなるほどプロフ
ァイルＰＦ１の光量が増加し、より短波長の光成分を多く含む照明光となる。この色調の
変更は、内視鏡の術者等のズーム操作に連動してリアルタイムで行われるため、応答性の
高い制御が可能となる。なお、図４に示す関係は、直線状に限らず、非線形な曲線状であ
ってもよく、階段状に変化する関係であってもよい。
【００３６】
　ここで、図５に生体組織の粘膜表層の血管を模式的に表した説明図を示した。生体組織
の粘膜表層は、粘膜深層の血管Ｂ１から樹脂状血管網等の毛細血管Ｂ２が粘膜表層までの
間に形成され、生体組織の病変はその毛細血管Ｂ２等の微細構造に現れることが報告され
ている。そこで、粘膜表層の毛細血管を画像強調して観察し、微小病変の早期発見や、病
変範囲の診断が試みられている。
【００３７】
　生体組織に照明光が入射されると、入射光は生体組織内を拡散的に伝播するが、生体組
織の吸収・散乱特性は波長依存性を有しており、短波長ほど散乱特性が強くなる傾向があ
る。つまり、照明光の波長によって光の深達度が変化する。そのため、照明光が４００ｎ
ｍ付近の波長域λａでは生体組織表層の毛細血管からの血管情報や、粘膜微細模様が得ら
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れ、波長５００ｎｍ付近の波長域λｂでは、更に深層の血管を含む血管情報が得られるよ
うになる。そのため、生体組織表層の血管観察には、中心波長３６０～８００ｎｍ、好ま
しくは３６５～５１５ｎｍ、更に好ましくは中心波長４００ｎｍ～４７０ｎｍの光源が用
いられる。
【００３８】
　図８に内視鏡装置による観察画像の概略的な表示例を示すように、照明光を白色光とし
た場合の観察画像では、生体組織の比較的深層の血管像が得られる反面、粘膜表層の微細
な毛細血管はぼやけて見える。一方、可視短波長成分を多く含む照明光とした場合の観察
画像では、粘膜表層の微細な毛細血管が鮮明に見えるようになる。
【００３９】
　つまり、観察倍率を高めて表層の血管を観察する場合は、照明光の色調を青みが強くな
るように制御し、観察倍率が低い場合は、照明光の青みを抑えて白色になるように制御す
ると、内視鏡の術者にとって診断に適した照明光となる。これにより、術者は観察倍率を
調整する際に、青色レーザ光源４５、紫色レーザ光源４７の出射光量を併せて調整する等
の煩わしい操作が不要となり、常に観察部位に最適な色調の照明光を自動的に得られるよ
うになる。
【００４０】
　また、この内視鏡装置１００によれば、照明光の色調の変更を光源４５，４７の駆動に
より行うため、カラーフィルタ等を用いて色調を変更する場合と比較して、光利用効率が
増し、観察画像のノイズを低減できる。また、きめ細かな色調の調整が可能となる。
【００４１】
　上記の各光源４５，４７の駆動は、次のようにして行える。
　図１に示す光源制御部４９は、制御部６７からの指示に基づいて各光源４５，４７の出
射光量を制御する。各光源４５，４７は、図９に示すような印加電流と発光量との関係Ｒ
１を有しており、各光源４５，４７への印加電流を制御することで所望の発光量が得られ
る。例えば、発光量Ｌａを得るためには、印加電流をＩｂとして関係Ｒ１に基づく発光量
Ｌｂを確保し、更に、微調整代としての発光量ＬｂとＬａとの差ΔＬを、印加電流に、パ
ルス変調されたパルス電流を重畳することで得る。
【００４２】
　その場合の印加電流は、例えば、図１０に印加電流のパルス電流重畳波形を示すように
、発光量Ｌａを、印加電流Ｉｂをバイアスとするパルス電流により得る。パルス電流のパ
ルス幅制御は、適宜なＰＷＭ回路により任意の波形が得られるため、発光量を正確に設定
できる。このようなバイアス電流制御とパルス変調制御により、設定可能な発光量のダイ
ナミックレンジを広く確保できる。
【００４３】
　なお、この場合のパルス変調制御は、種々の駆動波形が利用できる。例えば、図１１（
Ａ）に示すような撮像素子の画像１フレーム分の光蓄積時間と同期してオンオフを繰り返
すパルス波形を用いれば、無駄な発熱を無くすことができる。また、図１１（Ｂ）に示す
ような前記の光蓄積時間に対して十分に速い周期のパルス波形を用いれば、レーザのスペ
ックルによる画像ノイズを低減できる。更に、図１１（Ｃ）に示すような、図１１（Ａ）
のパルス波形のオン期間を図１１（Ｂ）の速い周期のパルス波形とした（Ａ）及び（Ｂ）
の混合型のパルス波形を用いれば、上記の各効果を同時に享受できる。
【００４４】
　また、図１２に示すように、各光源４５，４７を交互に点灯して、発光量が交互に最大
となるように制御すると、光源４５，４７を合わせた光源装置４１の最大駆動電力を抑え
ることができ、被検体である生体への負担も軽減できる。また、各光源４５，４７の照明
光による撮像画像を個別に取得することもでき、その場合、取得した画像の画像間演算も
可能となり、画像処理の自由度が向上する。
【００４５】
　以上のように、被検体の被観察領域と内視鏡先端部３５との接近度情報の一つである観
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察倍率に応じて、接近度が高いほど照明光の可視短波長成分の割合を増加させ、照明光の
色調を自動的に変更することで、常に観察に適した色調の照明光が得られ、内視鏡操作の
利便性が高められる。なお、ここでいう観察倍率とは、被観察領域に対する観察倍率であ
って、上述したような対物レンズユニット３９により光学的に観察画像の画角を変化させ
る光学倍率に限らず、撮像素子２１（図１参照）により得られた観察画像に対して、電気
的に画角を変化させるデジタルズーム倍率であってもよい。デジタルズーム倍率とする場
合は、図１に示す入力部１７からの入力情報に基づいて、制御部６７が光源制御部４９に
各光源４５，４７の出射光量比を指示する。観察倍率を光学倍率とすれば、撮像素子によ
る解像度を低下させることなく色調変更を行うことができ、デジタルズーム倍率とすれば
、色調変更をリアルタイムで迅速に行うことができる。
【００４６】
　また、内視鏡１１の操作部２３に設けた操作スイッチ１１７の操作により、観察倍率に
変化が伴う観察モードの切り替えが行われる場合には、この操作スイッチ１１７の操作に
同期して、上記の光量比の変更を行う構成としてもよい。
【００４７】
＜被観察領域からの光量に応じて照明光の色調を変更する構成＞
　次に、被観察領域と内視鏡先端部３５との接近度情報に応じて照明光の色調を変更する
他の例であって、撮像素子２１から出力される撮像信号に対する被観察領域からの光量に
応じて色調を変更する構成例を説明する。図１３に示すように、被観察領域と内視鏡先端
部との距離が離れる場合は、撮像素子２１の受光量が減少し、距離が短い場合は受光量が
増加する傾向がある。つまり、被観察領域と内視鏡先端部３５との距離は、撮像素子２１
の受光量から推定できる。そこで、撮像素子２１からの出力信号から、反射光の光量を示
す信号（以下、Ａ／Ｅ信号と称する）を生成して、この輝度情報であるＡ／Ｅ信号に基づ
いて光源４５，４７の出射光量比を変更する。
【００４８】
　つまり、制御部６７は、検出されたＡ／Ｅ信号の輝度値が高いほど、被観察領域と内視
鏡先端部との距離が短く、接近度が高いと判断して、光源制御部４９に紫色レーザ光源４
７の出射光量の割合を増加させ、照明光の色調を青みが強くなるようにする。逆にＡ／Ｅ
信号の輝度値が低いほど、青色レーザ光源４５の出射光量の割合を増加させ、照明光の青
みを抑えて白色に近づけるように制御する。
【００４９】
　この構成によれば、内視鏡観察時に常時連続的に得られる撮像素子２１からの出力信号
を利用して、被検体の被観察領域と内視鏡先端部３５との接近度情報の一つである反射光
の光量をＡ／Ｅ信号から求め、被観察領域と内視鏡先端部との距離を推定するので、高い
応答性で照明光を常に最適な色調に変更できる。
【００５０】
＜被観察領域の部位に応じて照明光の色調を変更する構成＞
　次に、被観察領域の部位に応じて照明光の色調を変更する構成例を説明する。図１４に
本構成例による内視鏡装置の概略的なブロック構成図を示した。図１４に示すように、内
視鏡装置２００は基本的に図１に示す構成と同様であり、制御装置１３を病院内のネット
ワーク１２１に接続している。また、このネットワーク１２１には、受付端末１２３、サ
ーバ１２５、診療科端末１２７等が接続され、内視鏡装置２００との間で各種情報が共有
されるようになっている。
【００５１】
　本内視鏡装置２００の構成例においては、被検体となる患者の内視鏡による観察部位を
検査オーダ情報から抽出し、この抽出された観察部位の情報に応じて、照明光の色調を変
更する。照明光の色調を観察部位の診断に適した色調に合わせることで、病変部の発見や
診断が容易となる。ここでは、病院内で患者が内視鏡検査を行うことを例に説明する。
【００５２】
　電子カルテや検査オーダリングシステム等の病院内管理システムの環境下で、まず、患
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者が病院内の受付端末１２３から受付処理を済ませると、受付情報がサーバ１２５へ送信
される。サーバ１２５では、受付された患者情報を、サーバ１２５が有する大容量ハード
ディスク等の記憶装置を参照して、図１５に示すように、登録された患者に対する患者Ｉ
Ｄ、患者名、年齢等の患者情報と、検査予定がある場合は、その検査に対する検査部位、
検査使用機器、担当医師等の検査情報を抽出する。
【００５３】
　そして、サーバ１２５から患者情報と検査情報を含む検査オーダ情報が、内視鏡検査を
行う特定の診療科の診療科端末１２７に送信されると、この特定の診療科において、上記
患者の内視鏡検査が行われる。
【００５４】
　このとき使用される内視鏡装置が上記の内視鏡装置２００であった場合、内視鏡装置２
００の制御部６７は、所定のタイミングで検査オーダ情報の検査部位の情報を取得し、こ
の検査部位に応じた照明光の色調に設定する。検査部位と照明光の色調との関係は、予め
内視鏡装置２００側の記憶部６９に記憶され、制御部６７はこの記憶されたテーブル情報
を参照して、各光源４５，４７が所定の光量比となるように光源制御部４９に指示する。
【００５５】
　この構成によれば、検査前に予め観察部位が分かっている場合に、内視鏡装置の照明光
の色調を、例えば生体臓器毎の観察部位に応じて最適に設定することができる。例えば、
同じ上部消化管内視鏡による内視鏡検査でも、胃と食道とを比較すると、血管の多い胃で
は赤みが強い。このため、内視鏡による胃の観察時には、撮像画像は、赤色成分が最初に
飽和し、緑色と青色の光量が不足した状態になりやすく、観察画像のＳ／Ｎが劣化する。
その場合は、光源の青色や緑色の成分の比率を増加させることで、赤色、緑色、青色の３
色が共にＳ／Ｎの良い画像を得ることができる。なお、光源の色調を変更した場合には、
撮像画像の色調を、画像処理による色バランスの補正により、観察画像を表示する表示部
１５における色味を一定に保持する。
【００５６】
　なお、上記の病院内管理システムによる検査部位の設定の他にも、例えば、内視鏡の術
者が内視鏡装置２００に対して検査部位の情報を入力することで、内視鏡装置２００が自
動的に観察部位に最適な照明光の色調に変更する等、種々の設定方法が利用可能である。
【００５７】
＜内視鏡の機種に応じて照明光の色調を変更する構成＞
　次に、内視鏡の機種に応じて照明光の色調を変更する構成例を説明する。図１６に本構
成例による内視鏡装置の概略的なブロック構成図を示した。図１６に示すように、内視鏡
装置３００は基本的に図１に示す構成と同様であり、内視鏡１１には、内視鏡１１の個体
識別情報を記憶した本体側記憶部１３１が内蔵されている。また、制御装置１３は、サー
バ１２５や記憶装置１３３の接続されたネットワーク１２１に接続されている。
【００５８】
　本体側記憶部１３１は、ＩＣメモリやＩＣタグ等で構成され、ＩＣメモリではフラッシ
ュメモリ等のＲＯＭ、あるいやＲＡＭ、ＩＣタグではＲＦＩＤ（Radio frequency identi
fication）等が利用可能である。ＩＣタグとした場合は、コネクタ部２５Ｂにリーダ装置
を配置して、ＩＣタグを読み取った信号を制御部６７に入力する構成とすればよい。
【００５９】
　本内視鏡装置３００の構成例においては、内視鏡１１に内蔵された本体側記憶部１３１
が、内視鏡１１の個体識別情報を記憶しており、内視鏡１１が制御装置１３にコネクタ部
２５Ｂを介して接続された際に、制御部６７が内視鏡１１の本体側記憶部１３１から個体
識別情報を読み取ることで、制御部６７は接続された内視鏡１１を認識する。
【００６０】
　そして、制御部６７は、接続された内視鏡１１の個体識別情報に応じた照明光の色調に
設定する。個体識別情報と照明光の色調との関係は、予め内視鏡装置３００側の記憶部６
９に記憶され、制御部６７はこの記憶されたテーブル情報を参照して、各光源４５，４７



(13) JP 2012-10981 A 2012.1.19

10

20

30

40

50

が所定の光量比となるように光源制御部４９に指示する。
【００６１】
　上記の個体識別情報としては、例えば、検査の適用部位毎に異なる内視鏡１１の機種名
とすることができる。図１７に内視鏡の機種名を含む個体識別情報の登録テーブルの一例
を示す。この登録テーブルには、内視鏡１１の機種名、製造番号、適用部位等の個体情報
と、照明光の色調を変更するための光源の光量比に関する情報が含まれる。例えば、機種
名「ＥＣ－１００」の内視鏡では、検査の適用部位が大腸であり、各光源４５，４７（図
１６参照）の光量比をＲ１２に設定する。
【００６２】
　この内視鏡装置３００によれば、制御装置１３に接続された内視鏡１１の個体識別情報
に応じて、その内視鏡１１に最適な照明光の色調に変更できる。なお、登録テーブルは、
光量比の情報を登録することに限らず、照明光の色調を指定する他のパラメータを登録し
ておき、これを利用して色調を変更する構成としてもよい。
【００６３】
　また、内視鏡１１の個体識別情報としては、上記の適用部位に対応する情報以外にも、
内視鏡１１の構成部材に対応した情報であってもよい。例えば、内視鏡１１に用いる蛍光
体５７（図１参照）、光ファイバ５５Ａ，５５Ｂ、固体撮像素子２１、対物レンズユニッ
ト３９、等の光学系部材の種類や成分等に関する情報であってもよい。
【００６４】
　図１８に内視鏡１に用いられる蛍光体の種類、個体差を含む個体識別情報の登録テーブ
ルの一例を示す。この登録テーブルには、内視鏡１１の機種名、製造番号、蛍光体種、ロ
ット番号等の個体情報と、照明光の色調を変更するための光源の光量比の情報が含まれる
。例えば、「ＥＧ－１２０」の内視鏡では、蛍光体種が「Ｙ－５」、ロット番号が「５１
４」であり、光量比がＲ２４として規定されている。ロット番号は、製造メーカの製造時
情報から、蛍光体種「Ｙ－５」のより詳細な組成が特定できるので、蛍光体の分光発光特
性が特定できる。蛍光体の組成によって分光発光特性が変化して、この分光発光特性に応
じて微妙に変化する色調を、規定の色調に補正することができる。つまり、この特定され
た蛍光体に最適な光量比を正確に規定することが可能となる。また、登録テーブルには、
蛍光体種の他、蛍光体の組成に対応する分光発光特性の情報を記憶させることであっても
よい。
【００６５】
　このように、内視鏡１１の個体識別情報に応じて照明光の色調を変更することで、使用
する内視鏡１１に最適な照明光の色調を簡単に設定することができる。
【００６６】
　以上説明した内視鏡装置１００，２００，３００は、２種類のレーザ光源４５，４７を
合波・分波して、蛍光体５７に導き、照明光を発生させていたが、これに限らず、他の光
源装置の構成にすることも勿論可能である。以下に、光源装置の他の構成例を例示する。
【００６７】
＜構成例１＞
　図１９は光源装置４１Ａから内視鏡１１Ａまでの光路を１本の光ファイバ５５Ａで構成
した内視鏡装置の概略的な構成図である。この構成においては、中心波長４４５ｎｍの青
色レーザ光源４５からの青色レーザ光が光ファイバ５５Ａに導入されるまでの光路途中に
、中心波長４０５ｎｍの紫色レーザ光源４７からの紫色レーザ光を合流させるダイクロイ
ックプリズム１３５を配置している。
【００６８】
　また、この場合の光ファイバ５５Ａの光出射側に配置される蛍光体１３７は、青色レー
ザ光源４５からの青色レーザ光の一部を吸収して緑色～黄色に励起発光し、吸収されず透
過した青色レーザ光と合わせて白色光を形成すると共に、紫色レーザ光源４７からの紫色
レーザ光を殆ど吸収せずに透過させる性質を有する。そのため、蛍光体１３７には、青色
レーザ光により高効率で励起発光して、青色レーザ光と合わせて白色光が形成される材料
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と、紫色レーザ光に対しては、蛍光体の発光光量が少なくなる材料とを用いる。
【００６９】
　なお、一般的に蛍光体１３７による波長変換には、原理的に発生する発熱等の波長変換
損失（ストークスロス）が存在する。そのため、発光波長の長い励起波長を選択した方が
蛍光体の発光効率が高く、蛍光体の発熱を抑制する上で有利になる。本構成では、上記理
由により、長波長側のレーザ光により白色光を生成して、発光効率を高めた構成にしてい
る。
【００７０】
　図１９に示す光源装置４１Ａと蛍光体１３７による照明光の発光スペクトルの例を図２
０に示した。図２０に示すように、紫色レーザ光によっても蛍光体１３７が励起されるが
、この紫色レーザ光による蛍光体１３７の励起発光量は、青色レーザ光による励起発光量
に比較して、数分の一（少なくとも１／３、望ましくは１／５、更に望ましくは１／１０
以下）である。この程度に紫色レーザ光による蛍光体１３７の励起発光を抑えることで、
白色光の色温度を適正に維持できる。
【００７１】
　上記構成によれば、複数のレーザ光の光路をダイクロイックプリズム１３５により統合
させるため、光源装置４１Ａから内視鏡１１Ａの蛍光体１３７までを１本の光ファイバ５
５Ａで導光させ、しかも、照明光の出射口を蛍光体１３７の１箇所に収められるので、ス
ペース効率を高めて内視鏡挿入部の細径化に寄与できる。
【００７２】
　また、青色レーザ光源４５、紫色レーザ光源４７の他に、更に他のレーザ光源を備える
場合であっても、同様にダイクロイックプリズム等の光カップリング手段を介して光路を
統合すればよい。また、蛍光体１３７についても、他のレーザ光源の波長に励起しない、
又は励起しにくい蛍光物質を用いればよい。
【００７３】
　ここで、上記構成例における具体的な蛍光体１３７の材料としては、例えば、特開２０
０６－２１１５号公報に記載のような、添加元素として鉛（Ｐｂ）を含み４硫化２ガリウ
ムカルシウム（ＣａＧａ2Ｓ4）を母体とする結晶性の固体蛍光材料、或いは、添加元素と
して鉛（Ｐｂ）とセリウム（Ｃｅ）を含み４硫化２ガリウムカルシウム（ＣａＧａ2Ｓ4）
を母体とする結晶性の固体蛍光材料が使用できる。この蛍光体材料によれば、約４６０ｎ
ｍ～約６６０ｎｍのほぼ可視全域に至る蛍光を得ることができ、白色光照明時における演
色性が向上する。
【００７４】
　また、この他にも、緑色蛍光体であるＬｉＴｂＷ2Ｏ8（小田喜　勉、“白色ＬＥＤ用蛍
光体について”、電子情報通信学会技術研究報告ED2005-28, CFM2005-20, SDM2005-28, p
p.69-74(2005-05)等を参照)、ベータサイアロン（β－sialon：Eu)青色蛍光体（広崎　な
お登、解　栄軍、佐久間　健、“サイアロン系信蛍光体とそれを用いた白色ＬＥＤの開発
”、応用物理学会誌　第７４巻、第１１号、pp.1449-1452（2005）、或いは、山元　明　
東京工科大パイオニクス学部、応用物理学会誌　第76巻　第３号、p.241（2007）を参照
）、ＣａＡｌＳｉＮ3赤色蛍光体等を組み合わせて用いることができる。ベータサイアロ
ンは、β型窒化ケイ素結晶にアルミニウムと酸とが固溶したＳｉ6-zＡｌ2Ｏ2Ｎ8-z（ｚは
固溶量）の組成で示される結晶である。蛍光体１３７は、これらＬｉＴｂＷ2Ｏ8とベータ
サイアロン、ＣａＡｌＳｉＮ3を混在させたものとしてもよく、また、これらの蛍光体を
層状に重ねた構成としてもよい。
【００７５】
＜構成例２＞
　図２１は多数のレーザ光源を用いた他の内視鏡装置の例を示す概略的な構成図である。
図２１に示す構成によれば、光源装置４１Ｂが備える例えば中心波長４４５ｎｍの青色レ
ーザ光源４５からの青色レーザ光は、コネクタ部２５Ａを介して内視鏡１１Ｂ内の光ファ
イバ５５Ｃに導入され、光ファイバ５５Ｃの光出射端に配置された蛍光体５７に照射され
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る。そして、この青色レーザ光を励起光とする蛍光体５７からの励起発光光と、蛍光体５
７を透過する青色レーザ光とによって白色光が生成される。
【００７６】
　また、例えば中心波長４０５ｎｍの紫色レーザ光源４７、例えば中心波長５１５ｎｍの
青緑色レーザ光源１４１、例えば中心波長６３０ｎｍの赤色レーザ光源１４３からの各レ
ーザ光が、コネクタ部２５Ａを介して光ファイバ５５Ｄ，５５Ｅ，５５Ｆにそれぞれ導入
され、光拡散部材１４５，１４７，１４９を通じて、それぞれ紫色、青緑色、赤色の照明
光となる。
【００７７】
　光拡散部材１４５，１４７，１４９は、入射されたレーザ光を透過させる透光性樹脂材
料からなる。透光性樹脂材料の他にも、例えば透光性セラミックスやガラス等が利用可能
である。また、光拡散部材１４５，１４７，１４９は、その表面や中間層等に、微小凹凸
や屈折率の異なる粒子（フィラー等）を混在させた光拡散層を設けた構成や、半透明体の
材料を用いた構成としてもよい。これにより、光拡散部材１４５，１４７，１４９から出
射する透過光は、光の偏向作用や拡散作用によって所定の照射領域内で光量が均一化され
た狭帯域波長の照明光となる。
【００７８】
　このように、発光波長の異なる多数のレーザ光源を用い、各光源の光量比を調整して照
明光を生成すれば、光源制御部４９の生成可能な色調範囲を拡大でき、観察に適した色調
の調整範囲を拡げることができる。また、微妙な色調の調整を容易にしかも正確に行える
。
【００７９】
　なお、上記光ファイバ５５Ｃ，５５Ｄ，５５Ｅ，５５Ｆは、使用する波長に応じてそれ
ぞれ最適なファイバを選定して用いることが好ましい。光ファイバのコアは、水酸基（Ｏ
Ｈ－）濃度の高／低により伝送損失が変化する波長依存性を有し、赤外域の特定の波長で
は可視域の波長とは異なる吸収率となる。そのため、光源の波長が６５０ｎｍ以下の場合
は高水酸基濃度のコアの光ファイバを用い、６５０ｎｍを超える場合は低水酸基濃度のコ
アの光ファイバを用いるようにする。
【００８０】
＜構成例３＞
　図２２は白色光源とレーザ光源を用いた他の内視鏡装置の例を示す概略的な構成図であ
る。本構成例においては、光源装置４１Ｃの白色光源１５１として、ハロゲンランプ、キ
セノンランプ、或いは白色発光ダイオード等のブロードな波長帯の光を出射する光源を用
い、光ファイバ束であるライトガイド１５３を通じて内視鏡１１Ｃの先端部から白色光を
照射する。照明光の色調は、１つ又は複数種のレーザ光源１５５の出射光量に応じて変更
する。レーザ光源１５５からの出射光は、コネクタ部２５を介して、光ファイバ１５７に
より内視鏡先端部まで伝送され、光ファイバ１５７の光出射端に配置された光拡散部材１
５９から特定色の照明光として供される。また、光拡散部材１５９に代えて蛍光体を配置
して所望の色の蛍光を照明光としてもよい。
【００８１】
　上記構成によれば、簡単な構成で照明光の色調の変更が可能となる。
【００８２】
＜構成例４＞
　図２３は内視鏡１１の先端部に発光ダイオードを設けた内視鏡装置の例を示す概略的な
構成図である。本構成例においては、内視鏡１１Ｄの先端部に発光ダイオードを配置する
。発光ダイオードとしては、例えば、青色発光ダイオード１６１、緑色発光ダイオード１
６３、赤色発光ダイオード１６５を用い、光源装置４１Ｄ側の光源制御部４９に接続され
たドライバ１６７により、発光量をそれぞれ個別に制御する。
【００８３】
　この構成によれば、光の三原色の発光素子を用いることで白色を含む任意の色調の照明
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光が得られる。また、白色光の光量を稼ぐために白色光源１６９を別途に設けて、内視鏡
１１に白色光を供給する構成としてもよい。この場合の白色光源１６９としては、ハロゲ
ンランプ、キセノンランプ、白色発光ダイオード、或いは、前述のレーザ光源と蛍光体と
の組合せによる光源が利用可能である。
【００８４】
＜構成例５＞
　図２４は面順次式の撮像を行う内視鏡装置の例を示す概略的な構成図である。本構成例
においては、光源装置４１Ｅのキセノンランプ等の白色光源１７１からの光路途中に、Ｒ
，Ｇ，Ｂのカラーフィルタ１７３を有する回転カラーフィルタ板１７５を配置し、各カラ
ーフィルタ１７３からの透過光を照明光として内視鏡１１Ｅに供給している。また、内視
鏡先端部には白色光源１７１の出射光とはスペクトルの異なる可視短波長の狭帯域光を発
光するＬＥＤ１７７を配置し、光源制御部４９は、このＬＥＤ１７７の発光を制御する。
光源制御部４９は、回転カラーフィルタ板１７５を回転駆動する駆動モータ（回転駆動手
段）１７９に駆動信号を出力すると共に、駆動モータ１７９の動作に同期させて、ＬＥＤ
１７７の発光タイミングと発光強度を制御する。
【００８５】
　白色光源１７１から回転カラーフィルタ板１７５までの光路途中には、赤外線等の不要
光をカットする光学フィルタ１８１、光量制御する絞りユニット１８３が設けられ、回転
カラーフィルタ板１７５の光路後方には、集光レンズ１８５、内視鏡先端まで導光するラ
イトガイド１８７が配置されている。なお、ライトガイド１８７は光源装置４１Ｅ側と内
視鏡１１Ｅ側にそれぞれ設けられ、コネクタ部２５Ａで結合される構成となっている。他
の構成は前述の図１に示す構成と同様である。
【００８６】
　光源制御部４９は、駆動モータ１７９の駆動により、回転カラーフィルタ板１７５のＲ
，Ｇ，Ｂいずれかのカラーフィルタ１７３を白色光源１７１からの出射光の光路上に配置
させることで、Ｒ光、Ｇ光、Ｂ光を順次にライトガイド１８７に供給する。そして、図２
５に示すように、ＬＥＤ１７７に対する発光タイミングをＢ光照射の次に設定する照射パ
ターンとすれば、Ｒ光、Ｇ光、Ｂ光、図中「Ｘ」で示すＬＥＤ１７７による狭帯域光の順
で、各種の光が内視鏡先端から繰り返し照射される。そして、各種の光を照射しているそ
れぞれのタイミングで個別に撮像することで、Ｒ光画像、Ｇ光画像、Ｂ光画像、狭帯域光
画像が順次得られる。
【００８７】
　ＬＥＤ１７７は、生体組織表層の情報を強調して観察するには、中心発光波長が４０５
±４０ｎｍのものが使用でき、特には、中心発光波長が４０５±１０ｎｍのものがより好
適に使用できる。　
【００８８】
　面順次で得られるＲ光画像、Ｇ光画像、Ｂ光画像は、制御部６７（図１参照）で同時化
処理することで、白色光照明による通常観察画像となる。また、狭帯域光画像は、生体組
織表層の毛細血管情報や粘膜微細模様等が強調された画像となって得られ、ＬＥＤ１７７
の発光強度を光源制御部４９により増減制御することで、組織表層の情報に対する強調度
合いを変更できる。
【００８９】
　更に、制御部６７は、得られた狭帯域光画像を上記のＲ光，Ｇ光，Ｂ光による通常観察
画像、又はＲ光、Ｇ光による画像に演算処理して合成することで、組織表層の情報が強調
された画像を生成する。
【００９０】
　このように、光源制御部４９によって白色光（Ｒ光、Ｇ光、Ｂ光）に対する狭帯域光の
強度を変更することで、組織表層の情報を強調する度合いを任意に調整でき、観察目的に
応じた適切な観察画像を得るこができる。
【００９１】
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　なお、上記構成で用いたＬＥＤ１７７は、発光ダイオードに限らず、レーザ光源等の半
導体発光素子や所望の波長光を出射するランプであってもよい。
【００９２】
　Ｂ光と狭帯域光の内視鏡先端からの照射は、上記のように別々のタイミングで行う他、
図２６に示すように、Ｂ光と狭帯域光（図中「Ｘ」で示す）との照射を同時に行う照射パ
ターンとしてもよい。この場合、Ｒ光、Ｇ光、Ｂ光と狭帯域光、の照射による３フレーム
の撮像を繰り返すことで、Ｒ光画像、Ｇ光画像、Ｂ光と狭帯域光の画像が順次得られるこ
とになる。Ｂ光と狭帯域光とが重畳されて照明光は、Ｂ光と狭帯域光との出射光量比に応
じた色味の変化した照明光となり、これにより、各色光を同時化処理した観察画像の色味
が変化する。そして、同時化処理した観察画像には、狭帯域光の出射光量比が高い程、組
織表層の情報が強調表示される。また、本照射パターンによれば、図２５に示す照射パタ
ーンよりも撮像回数が少なくなるため、フレームレートを向上でき、動画像の表示品質を
向上できる。
【００９３】
＜構成例６＞　
　図２７は図２４に示す回転カラーフィルタ板１７５上に白色光源１７１とは別途に発光
素子を配置した光源装置４１Ｆの要部構成図である。本構成例における回転カラーフィル
タ板１７５Ａは、Ｒ，Ｇ，Ｂのカラーフィルタ１７３と、可視短波長の狭帯域光を発光す
るＬＥＤ１９１とが円周方向に等間隔に配置されている。ＬＥＤ１９１を発光駆動させる
駆動用信号線１９３は、回転カラーフィルタ板１７５Ａの回転軸１９５を通じて光源制御
部４９に接続されている。
【００９４】
　回転カラーフィルタ板１７５ＡのＬＥＤ１９１が配置される基板部分は遮光性を有して
おり、図２７に示す回転位置である場合、白色光源１７１からの出射光１８９を遮光する
。そして、この回転位置でＬＥＤ１９１が発光駆動されて狭帯域光を出射する。また、回
転カラーフィルタ板１７５Ａが、Ｒ，Ｇ，Ｂいずれかのカラーフィルタ１７３が出射光１
８９の光路途中に配置される回転位置である場合、前述したようにＲ光，Ｇ光，Ｂ光のい
ずれかが出射される。
【００９５】
　光源制御部４９は、白色光源１７１を点灯させると共に回転カラーフィルタ板１７５Ａ
を駆動モータ１７９により回転駆動し、回転カラーフィルタ板１７５Ａが、白色光源１７
１からの出射光１８９の光路途中にＬＥＤ１９１が配置される回転位置となったときに、
ＬＥＤ１９１を点灯させる。
【００９６】
　上記構成の回転カラーフィルタ板１７５Ａによれば、図２５に示す照射パターンで、白
色光源１７１からのＲ光，Ｇ光，Ｂ光に加えて、ＬＥＤ１９１からの狭帯域光を順次出射
させることができる。このため、狭帯域光の波長を白色光源１７１とカラーフィルタ１７
３との組合せによらず、ＬＥＤ１９１の発光波長に応じた任意波長にできる。また、白色
光源１７１とは別途にＬＥＤ１９１を設け、各光源の出射光量を個別に制御することで、
組織表層の情報を強調する度合いを任意に調整でき、観察目的に応じた適切な観察画像を
得るこができる。
【００９７】
　また、上記構成で用いたＬＥＤ１９１は、発光ダイオードに限らず、レーザ光源等の半
導体発光素子や所望の波長光を出射するランプであってもよい。
【００９８】
＜構成例７＞
　図２８は図２４に示す光源装置に白色光源とは別途に発光素子を設けた光源装置の例を
示す概略的な構成図である。図２８においては、図２４に示す同一の部材に対しては同一
の符号を付与してその説明を省略する。本構成の光源装置４１Ｇは、可視短波長の狭帯域
光を発光するＬＥＤ１９７と、回転カラーフィルタ板１７５Ｂを透過する光の光路途中に
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配置されたハーフミラー１９９とを備える。ハーフミラー１９９は、それぞれ異なる光路
で導入されるＬＥＤ１９７からの出射光と、回転カラーフィルタ板１７５Ｂからの透過光
とを、それぞれ光軸を一致させて光路後方に出射する。そして、ハーフミラー１９９から
の出射光は集光レンズ１８５を介してライトガイド１８７に導入される。
【００９９】
　回転カラーフィルタ板１７５Ｂは、Ｒ，Ｇ，Ｂのカラーフィルタ１７３を有し、これら
カラーフィルタ１７３の配置される基板部分以外は遮光性を有している。この回転カラー
フィルタ板１７５Ｂは、図２８に示す回転位置である場合、白色光源１７１からの出射光
１８９を遮光する。そして、ＬＥＤ１９１は、この回転カラーフィルタ板１７５Ｂの回転
位置で光源制御部４９によって発光駆動され、狭帯域光を出射する。
【０１００】
　光源制御部４９は、白色光源１７１を点灯させると共に回転カラーフィルタ板１７５Ｂ
を駆動モータ１７９により回転駆動し、白色光源１７１からの出射光１８９の光路途中に
カラーフィルタ１７３以外の遮光性基板部分が配置される回転位置となったときに、ＬＥ
Ｄ１９７を点灯させる。
【０１０１】
　上記構成の光源装置４１Ｇによれば、図２５及び図２６に示す照射パターンで、白色光
源１７１からのＲ光，Ｇ光，Ｂ光に加えて、ＬＥＤ１９７からの狭帯域光を順次、又はＢ
光と同時に出射させることができる。そして、狭帯域光の波長を白色光源１７１によらず
、ＬＥＤ１９７の発光波長に応じた任意波長にできる。また、白色光源１７１とは別途に
ＬＥＤ１９７を設け、各光源の出射光量を個別に制御することで、組織表層の情報を強調
する度合いを任意に調整でき、観察目的に応じた適切な観察画像を得るこができる。
【０１０２】
＜構成例８＞
　図２９は、図２８に示す光源装置のハーフミラーに代えて可動ミラー２０１を配置し、
この可動ミラー２０１を回転駆動するミラー駆動部２０３を設けた光源装置の例を示す概
略的な構成図である。上記構成の差異以外は図２８の構成と同様であり、図２９において
は、図２８と同じ部材に対して同じ符号を付与している。
　本構成の光源装置４１Ｈは、可視短波長の狭帯域光を発光するＬＥＤ１９７と、回転カ
ラーフィルタ板１７５Ｂを透過する光の光路途中に配置された可動ミラー２０１と、ミラ
ー駆動部２０３とを備える。可動ミラー２０１は、回転カラーフィルタ板１７５Ｂからの
透過光をそのまま集光レンズ１８５に照射する第１の回転位置と、ＬＥＤ１９７からの出
射光を集光レンズ１８５に向けて反射する第２の回転位置とにミラー駆動部２０３によっ
て回転駆動される。
【０１０３】
　光源制御部４９は、白色光源１７１を点灯させると共に回転カラーフィルタ板１７５Ｂ
を駆動モータ１７９により回転駆動する。また、光源制御部４９は、回転カラーフィルタ
板１７５Ｂが、白色光源１７１からの出射光１８９の光路途中にカラーフィルタ１７３以
外の遮光性基板部分が配置される回転位置となったときに、ミラー駆動部２０３へ可動ミ
ラー２０１を第１の位置から第２の位置に変位させる制御信号を出力する。ＬＥＤ１９７
は、可動ミラー２０１が第２の位置になったときに点灯させてもよいが、常時点灯させて
いてもよく、その場合にはＬＥＤ１９７の点滅制御を省略できる。
【０１０４】
　上記構成の光源装置４１Ｈによれば、図２５に示す照射パターンで、白色光源１７１か
らのＲ光，Ｇ光，Ｂ光に加えて、ＬＥＤ１９７からの狭帯域光を順次出射させることがで
きる。また、各光源の出射光量を個別に制御して、組織表層の情報を強調する度合いを任
意に調整できる。そして、可動ミラー２０１により白色光源１７１からのＲ光，Ｇ光、Ｂ
光の光路を遮り、ＬＥＤ１９７からの出射光を優先して集光レンズ１８５に導入するため
、ＬＥＤ１９７からの狭帯域光を出射するときに、回転カラーフィルタ板１７５Ｂに同期
して可動ミラー２０１を駆動制御しなくても、白色光源１７１からのＲ光，Ｇ光、Ｂ光の
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狭帯域光との同時出射が確実に防止される。
【０１０５】
　以上説明した上記各内視鏡装置の構成においては、照明光の色調を、光源制御部４９に
よって各光源の出射光量を調整することにより制御しているが、この他にも、各光源の出
射光量を変更することなく色調を変更できる。例えば、各光源を個別に点灯させ、それぞ
れの点灯タイミングにおける撮像素子２１の露光時間を変更することで色調を変更する。
即ち、各光源と撮像素子２１とを同期制御して、例えば白色光源等の第１の光源のみ点灯
させて撮像する露光時間と、紫色レーザ光源やＬＥＤ光源等の第２の光源のみ点灯させて
撮像する露光時間との各露光時間をそれぞれ個別に増減調整し、得られる各撮像画像を合
成して観察画像データとする。この観察画像データは、各光源下での露光時間がその光源
の光量に相当するため、照明光の色調が擬似的に変化したものとみなせる。つまり、光源
の出射光量比により照明光の色調を直接的に制御することに代えて、光源と撮像素子とを
同期制御する撮像制御手段により、撮像素子２１の露光時間を各照明光下で個別に調整す
ることでも、間接的に照明光の色調を変更することができる。
【０１０６】
　本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、明細書の記載、並びに周知の技術
に基づいて、当業者が変更、応用することも本発明の予定するところであり、保護を求め
る範囲に含まれる。
【０１０７】
　以上の通り、本明細書には次の事項が開示されている。
（１）　被検体内に挿入される内視鏡先端部から照明光を出射する照明手段と、前記照明
光の照射された被検体内の被観察領域を撮像する撮像素子を有する撮像手段と、を備えた
内視鏡装置であって、
　前記照明手段が、
　白色光を出射する第１の光源と、
　該第１の光源とは異なるスペクトルの光を出射する第２の光源と、
　前記第１の光源からの出射光を透過させて波長成分の異なる光に色分解する複数のカラ
ーフィルタを有して回転自在に支持された回転カラーフィルタ板と、
　前記第１の光源からの出射光が前記いずれかのカラーフィルタを通して出射される透過
光と、前記第２の光源からの出射光との出射光量の比率を変更する色調制御手段と、
を備えた内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、回転カラーフィルタ板からの透過光と第２の光源からの出射
光との出射光量比を変更することで、照明光の色調を任意に変更することができ、内視鏡
観察に最適な色調の照明光で観察することができる。
【０１０８】
（２）　（１）の内視鏡装置であって、
　前記第２の光源が、中心発光波長４０５±４０ｎｍの光源である内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、第２の光源の出射光を生体組織に照射することにより、生体
組織表層の微細な毛細血管や粘膜微細模様を強調して観察することができる。
【０１０９】
（３）　前記第２の光源が半導体発光素子である内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、正確かつ高い応答性で出射光量比の制御ができ、しかも、色
調の経時変化が少なく、発光効率が高いために省電力化が図られる。
【０１１０】
（４）　（１）～（３）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　前記色調制御手段が、前記第1の光源と前記第２の光源の出射光量の比率を連続的に変
更する内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、出射光量の比率を連続的に変更することで微妙な色調の調整
が可能となり、目的とする照明光の色調が正確に得られる。
【０１１１】
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（５）　（１）～（４）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　前記回転フィルタ板を前記第１の光源からの出射光の光軸に対して垂直な面内において
回転駆動する回転駆動手段を備え、　前記複数のカラーフィルタが、前記回転カラーフィ
ルタ板の回転に伴って前記第１の光源からの出射光の光軸上に順次配置されるように、前
記回転カラーフィルタ板の円周方向に沿って並設され、
　前記色調制御手段が、前記回転駆動手段による前記カラーフィルタの回転駆動と同期し
て、前記第１の光源からの出射光が前記いずれかのカラーフィルタを通して出射される透
過光と、前記第２の光源からの出射光との出射光量の比率を変更する内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、カラーフィルタにより複数色の出射光が得られ、これら複数
色の出射光のうちいずれかの色の出射光と第２の光源からの出射光との出射光量の比率を
変更できる。また、第２の光源からの出射光の光量を各カラーフィルタからの透過光に対
して独立して調整できる。これにより、面順次の撮像方式においても照明光の色調を自在
に変更できる。
【０１１２】
（６）　（５）の内視鏡装置であって、
　前記第２の光源が、前記回転カラーフィルタ板上の前記カラーフィルタの並設される円
周方向の一部に配置され、前記カラーフィルタの透過光出射側に向けて光出射する内視鏡
装置。
　この内視鏡装置によれば、簡単な構成で第２の光源からの出射光を各カラーフィルタか
らの透過光と同軸で光路後方へ出射させることができる。
【０１１３】
（７）　（５）の内視鏡装置であって、
　前記回転カラーフィルタ板のカラーフィルタからの透過光を一方の入射光路に導入し、
他方の入射光路に前記第２の光源からの出射光を導入し、前記透過光及び前記第２の光源
からの出射光を光軸を一致させて光路後方に出射するハーフミラーを備えた内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、ハーフミラーにより各カラーフィルタからの透過光と、第２
光源からの出射光とを同軸で光路後方へ出射させることができる。また、第２の光源から
の出射光を任意のタイミングで供給でき、カラーフィルタからの透過光に重畳させること
もできる。
【０１１４】
（８）　（５）の内視鏡装置であって、
　前記回転カラーフィルタ板のカラーフィルタからの透過光をそのまま光路後方に出射す
る第１の回転位置と、前記透過光を遮光して前記第２の光源からの出射光を前記光路後方
に向けて反射する第２の回転位置とを有する可動ミラーを備えた内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、面順次の撮像方式において、カラーフィルタからの透過光と
、第２の光源からの出射光との出射光量の比率を自在に変更できる。
【０１１５】
（９）　（１）～（８）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　前記色調制御手段が、前記被検体内の被観察領域と前記内視鏡先端部との接近度情報に
基づいて前記照明光の色調を変更する内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、被観察領域と内視鏡先端部との距離を表す接近度情報に応じ
て色調を変更することで、観察対象や診断場面毎に照明光を最適に制御できる。
【０１１６】
（１０）　（９）の内視鏡装置であって、
　前記色調制御手段が、前記接近度情報の接近度が高いほど、前記照明光に含まれる可視
短波長成分の割合を増加させる内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、接近度が高いほど、つまり、被観察領域と内視鏡先端部との
距離が短いほど、可視短波長成分の割合を増加させることで、拡大撮像時において、生体
組織表層の血管情報や粘膜微細模様までが強調表示されるようになる。
【０１１７】
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（１１）　（９）又は（１０）の内視鏡装置であって、
　前記接近度情報が、前記被観察領域に対する観察倍率を表す倍率情報である内視鏡装置
。
　この内視鏡装置によれば、被観察領域と内視鏡先端部との接近度の高低に連動する観察
倍率の情報を用いることで、接近度に応じた色調に変更でき、観察対象や診断場面に応じ
た最適な観察が行える。
【０１１８】
（１２）　（１１）の内視鏡装置であって、
　前記倍率情報が、前記撮像手段により撮像される観察画像の画角を光学的に変化させる
、撮像光学系の光学倍率の情報である内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、内視鏡の術者等による光学倍率の変更操作に同期して色調を
変更するため、撮像素子による解像度を低下させることなく色調変更を行うことができる
。
【０１１９】
（１３）　（１１）の内視鏡装置であって、
　前記倍率情報が、前記撮像手段により撮像される観察画像の画角を電気的に変化させる
、デジタルズーム倍率の情報である内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、内視鏡の術者等によるデジタルズーム倍率の変更操作に同期
して色調を変更するため、色調変更をリアルタイムで迅速に行うことができる。
【０１２０】
（１４）　（９）又は（１０）の内視鏡装置であって、
　前記接近度情報が、前記撮像手段により撮像される撮像画像の輝度情報である内視鏡装
置。
　この内視鏡装置によれば、内視鏡観察時に常時連続的に得られる撮像素子から出力され
る輝度情報を利用して色調を変更するので、高い応答性で常に最適な色調に合わせること
ができる。
【０１２１】
（１５）　（１４）の内視鏡装置であって、
　前記色調制御手段が、前記輝度情報の輝度値が高いほど前記接近度が高いと判断する内
視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、被観察領域と内視鏡先端部との距離が近づくほど、撮像素子
の受光量が増加することを利用して、接近度を推定することができる。
【０１２２】
（１６）　（１）～（８）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　前記色調制御手段が、前記被検体の観察部位の情報に基づいて前記照明光の色調を変更
する内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、観察部位の診断に適した色調に合わせることで、病変部の発
見や診断が容易となる。
【０１２３】
（１７）　（１６）の内視鏡装置であって、
　前記観察部位の情報が、前記被検体の生体臓器毎に規定された情報である内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、生体臓器毎に診断に最適な色調に合わせることができる。
【０１２４】
（１８）　（１）～（８）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　前記内視鏡先端部を含んで構成される内視鏡本体と、該内視鏡本体が着脱自在に接続さ
れ前記色調制御手段を含んで構成される内視鏡制御部と、を備え、
　前記内視鏡本体が、当該内視鏡本体の個体識別情報を記憶する本体側記憶部を有し、
　前記色調制御手段が、前記本体記憶部に記憶された個体識別情報に基づいて、前記照明
光の色調を変更する内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、内視鏡本体の個体識別情報に応じて照明光を最適な色調にで
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きる。
【０１２５】
（１９）　（１８）の内視鏡装置であって、
　前記個体識別情報が、前記内視鏡本体が対応可能な被検体の適用部位の情報である機種
情報を含み、
　前記色調制御手段が、前記機種情報に応じて前記照明光の色調を変更する内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、照明光を被検体の適用部位に応じた色調にして観察が行える
。
【０１２６】
（２０）　（１９）の内視鏡装置であって、
　前記内視鏡先端部に、前記複数種の光源の少なくともいずれかからの出射光を励起光と
して発光する蛍光体が配置され、
　前記個体識別情報が、前記蛍光体の組成に対応する分光発光特性の情報を含み、
　前記色調制御手段が前記蛍光体の分光発光特性の情報に基づいて、前記照明光の色調を
変更する内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、蛍光体の組成によって変化する照明光の色調を、所望の色調
に正確に補正することができる。
【符号の説明】
【０１２７】
　１１　内視鏡
　１３　制御装置
　１５　表示部
　２１　撮像素子
　２３　操作部
　３５　先端部
　３７Ａ，３７Ｂ　照射口
　３９　対物レンズユニット
　４１　光源装置
　４３　プロセッサ
　４５　青色レーザ光源
　４７　紫色レーザ光源
　４９　光源制御部（色調制御手段）
　５５Ａ，５５Ｂ　光ファイバ
　５７　蛍光体
　６１　ズーム制御部
　６７　制御部
　６９　記憶部
１００，２００，３００　内視鏡装置
１１１　変倍駆動機構
１１３　フォーカス駆動機構
１１５　ズーム操作部
１１７　操作スイッチ
１２１　ネットワーク
１３１　本体側記憶部
１３３　記憶装置
１４１　青緑色レーザ光源
１４３　赤色レーザ光源
１４５，１４７，１４９　光拡散部材
１５１　白色光源
１５５　レーザ光源
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１５９　光拡散部材
１６１　青色発光ダイオード
１６３　緑色発光ダイオード
１６５　赤色発光ダイオード
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摘要(译)

解决的问题：提供一种能够根据观察对象或诊断场景任意改变照明光的
色调的内窥镜装置。 内窥镜装置包括：照明单元，其从被插入被检体内
的内窥镜的前端部发出照明光；以及摄像装置，其对被照明光照射的被
检体内的观察区域进行捕捉。 并且具有图像拾取单元。 照明装置透射发
出白光的第一光源171，发出光谱不同于第一光源171的光谱的光的第二
光源177以及从第一光源171发出的光。 旋转滤色器板175被可旋转地支
撑并且具有将光分成不同波长分量的多个滤色器173，并且从第一光源
171发射的光通过滤色器173之一发射。 色调控制装置49，用于改变透射
光的发射光量与第二光源177的发射光的比率。 [选择图]图24
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